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旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会の開催

検討への支援・協力（国土交通省、農林水産省） 

 

【提案の背景・必要性】 

・本市は、環境問題や超高齢社会への対応などの社会課題を解決する「環境未来  

都市」の取組を積極的に進めています。また、樹林地や農地の保全、緑の創出の

ために「横浜みどりアップ計画」による総合的な取組を進めてきました。 

・来年は、第 33 回全国都市緑化よこはまフェアを開催し、多くの皆様に花や緑の

ある生活の豊かさや大切さを実感いただけるよう、準備を進めています。 

・昨年６月、市内米軍施設の中で最大面積であった上瀬谷通信施設が返還されまし

た。横浜のみならず首都圏でも貴重な広大な土地（約 242ha）であり、その跡地 

利用は新たな活性化拠点になると考えます。 
 

【提案内容の説明】 

・本市では、緑豊かな都市づくりを進めると共に、旧上瀬谷通信施設の跡地利用  

促進策として国有地の活用による国際園芸博覧会 ※の招致を検討しています。 

・開催後の会場は、旧上瀬谷通信施設の跡地利用の核となる都市公園を想定してお

り、引き続き、計画策定への支援が必要です。 

・また、今後設置予定の国際園芸博覧会招致検討委員会（仮称）において、国際   

園芸博覧会構想（案）の検討を予定しており、関係府省の協力が必要です。 

 

※国際園芸博覧会は、1990年に大阪で開催された国際花と緑の博覧会が国内初で、開催理念である「自然

と人間との共生」を全世界に発信し、環境を重視する都市づくり等の先導的役割を果たしました。 

国際園芸博覧会の開催検討への支援と協力 

(1) 公園を核とした整備計画策定への支援 

(2) 国際園芸博覧会の招致検討への協力 
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国際園芸博覧会についての横浜市の基本的な考え方（素案） 
現時点での国際園芸博覧会についての本市の基本的な考え方は次のとおりです。 

◎開催意義（案） 

【国内】未来への展望を示し、社会変革の契機としての国際園芸博覧会の開催 

⇒未来の社会のモデルとなる「生活の『質』の向上を重視した社会の実現」 

【横浜】海外との花文化の交流窓口の歴史、環境施策を展開する横浜での開催 

⇒都市緑化よこはまフェアをステップとした「Garden City Yokohama に向けた都市づくり」 

【地域】戦後 70年の返還地であり首都圏最大級の広大な空間での開催 

⇒横浜市郊外部の活性化拠点としての「旧上瀬谷通信施設のまちづくりの起爆剤」 

◎開催理念（案） 

 
未来にむけて、花や緑を通して、 

地球規模の環境問題である温暖化や 

生物多様性、食料問題などの解決を促し、 

暮らしや健康・文化などの生活の「質」

の向上の新たな提案を行う、 

時代の転換点となる国際園芸博覧会

の開催 

 

◎開催の基本事項（想定） 

開催区分   国際園芸博覧会（Ａ１）、国際博覧会 
開催地    旧上瀬谷通信施設※ 

※約 250名の地権者の皆様と横浜市で将来の土地利用の検討を始めています。 

開催年・期間 2026（平成 38）年 春から秋(６か月間) 
入場者    1,000万人から 1,500万人 
会場     国有地を中心に 80haから 100ha程度 

ケ 

航空写真 

横浜市

健康

長寿

先端

技術

水

食料

観光

交流花・緑

地球

環境

文化

芸術

海外と日本の文化交流の窓口となった横浜から発信 

土地所有区分図 

旧上瀬谷通信施設（約 242ha） 

（約110ha） 

（約110ha） 

（約２2ha） 

提案の担当／政策局政策部政策課担当課長 松嵜 尚紀 ℡ 045-671-3203 

2



国際競争力及び防災力の強化に向けた幹線道路整備等の推進

（国土交通省） 

【提案の背景・必要性】 

・首都圏における幹線道路整備の遅れは、交通利便性や経済活動、大規模災害時

の復旧活動等にも影響が及びます。本市及び首都圏の国際競争力、防災対応力

強化のためには、横浜環状道路や国道 357号等の整備が急務です。 
 

・横浜環状北西線は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックまでの開通に向け、

今後も着実な事業費の確保が不可欠です。 
 

・圏央道の機能を十分に発揮させるため、西側区間で唯一の未開通区間の横浜 

環状南線及び横浜湘南道路の整備推進と関連街路の事業費の確保が不可欠です。 
 

・連続立体交差事業は、開かずの踏切を含む複数の踏切除却により、渋滞解消や

地域防災力の向上だけでなく、まちづくりの側面からも多面的で高いストック

効果が期待できます。着実な事業推進のためにも安定的な予算確保が必要です。 
 

・一般国道１号戸部付近、一般国道 246 号荏田付近は、朝、夕のピーク時間の 

渋滞が激しくなっており、現道拡幅を進める必要があります。また、一般国道

357 号は、国際競争力の強化、京浜臨海部における広域的な交通ネットワーク

形成などの効果が期待できる重要な路線であり、着実な整備が必要です。また、

神奈川東部方面線開業に伴い、交通結節点機能強化が必要な一般国道 16 号西谷

１ 必要な道路整備を進めるため、国の道路整備費枠の拡大 

２ 横浜環状道路の整備 

(1) 横浜環状北西線の東京2 0 2 0オリンピック・パラリンピックまでの開通に向けた

事業費の確保 

(2) 横浜環状南線、横浜湘南道路及び関連街路の平成 32年度開通に向けた 

整備推進 

３ 開かずの踏切の解消に向けた連続立体交差事業の推進 

(1) 相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業の平成 30年度全線高架

化に向けた事業費及び相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅周辺）連続立体交差事業の調

査費の確保 

４ 直轄国道の整備推進 

(1) 一般国道１号戸部付近及び一般国道 246 号荏田付近の整備推進、

一般国道 357号未着手区間の着実な整備、一般国道 16 号西谷駅付近の 

調査検討の推進 

５ 第三京浜道路周辺一般道路等の渋滞対策の促進 
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駅付近の調査検討を推進することが必要です。 
 

・新横浜都心と横浜都心を結ぶ主要な一般道の渋滞緩和のためには、第三京浜 

保土ケ谷ＰＡ付近に横浜都心方面との出入口を設置することが必要です。 
 

・４月に導入された「首都圏の新たな高速道路料金」の効果や影響を検証すると

ともに、激変緩和措置の長期継続が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合 

釜利谷 JCT 

栄 IC･JCT 

戸塚 IC 

藤沢 IC 

茅ケ崎 JCT 

海老名 IC 

海老名 JCT 

中 央 道 

横浜町田 IC 
港北 IC 

生麦 JCT 

新東名高速 

横浜青葉 IC 

 横
浜
新
道
 

横浜湘南道路 

横浜環状北西線 

保土ケ谷 PA 

一般国道 357号 

「星川駅～天王町駅」連続立体交差事業 

「鶴ヶ峰駅周辺」連続立体交差事業 

保
土
ケ
谷
バ
イ
パ
ス

横浜環状南線 

横 浜 市 高 速 道 路 広 域 図 

横
浜
横
須
賀
道
路

32 年度開通予定※ 

28 年度開通予定 

事業期間(33 年度まで) 
の短縮を検討 

事 業 中

計 画 中

凡   例

一般国道 246号 

一般国道 16号 
横浜環状北線 

提案の担当／道路局計画調整部企画課長        菊地 健次 ℡ 045-671-2746 

       道路局横浜環状道路調整課長       清水 裕之 ℡ 045-671-3985 

 

羽沢 IC 

一般国道 1号 
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横浜港の国際競争力強化及び山下ふ頭の再開発等に

向けた事業費の確保（国土交通省） 
 

１ 横浜港の国際競争力強化 

(1) 港湾運営会社である横浜川崎国際港湾(株)への支援 
（集貨促進･航路誘致､ガントリークレーン整備への支援等） 

(2) 戦略港湾施策の推進 
（ロジスティクス･国内輸送強化､コンテナターミナル効率化等、LNG供給拠点化の推進） 

(3) 先進的な港湾施設の着実な整備推進 
（南本牧ＭＣ４等整備、新本牧事業化、大黒自動車岸壁機能強化） 

(4) クルーズ振興に向けた客船受入機能の強化 
（新港９号岸壁改修・旅客施設整備推進､超大型客船受入機能強化） 

２ 山下ふ頭の再開発 

(1) 既存倉庫・上屋の移転・機能強化への支援 

(2) 臨港幹線道路の早期整備・基盤整備等への支援 

３ 市内公共事業建設発生土受入場所の確保（新本牧事業化） 

【提案の背景・必要性】 

・ 「集貨」の取組では、横浜川崎国際港湾（株）が実施する基幹航路の維持・拡

大に関する支援のほか、トランシップ貨物の誘致など取扱貨物量増加に向けた

幅広い支援が不可欠です。 

・ 「創貨」の取組では、高機能な物流施設を集積させたロジスティクスパークを

形成し、輸入貨物の取込みを積極的に図るとともに、山下ふ頭の再開発を推進

するため、物流施設の再編・高度化に対する支援策の一層の強化が必要です。 

・ 「競争力強化」の取組では、港湾コストの低減化を推進するため、荷捌き地の

直轄工事による整備（国有化）の一層の推進等が不可欠です。また、ＬＮＧ   

供給拠点化に向けた具体策の検討が必要です。 

・ 南本牧ふ頭ＭＣ４・ＭＣ３荷捌き地ほか関連用地の整備、本牧ふ頭Ｄ１改良の推

進等の支援とともに、新たな物流拠点として、また、平成 30 年頃の南本牧ふ頭

埋立完了に続く建設発生土の受入場所として、新本牧ふ頭の事業化が必要です。 

・ 完成自動車の取扱機能強化のため、自動車専用船岸壁 大黒ふ頭Ｐ３・４、   

Ｔ３・４整備の推進が不可欠です。 

・ クルーズ振興に向けては、新港９号岸壁改修・旅客施設整備推進、横浜ベイブ

リッジを通過できない超大型客船の受入機能強化に加え、訪日外国人旅行者の

「おもてなし」への支援が必要です。 

・ 山下ふ頭の再開発に伴う既存倉庫等の移転及び機能強化への支援、基盤整備等

への支援、来街者と物流の交通円滑化を図るため、臨港幹線道路の早期整備が

必要です。 
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横浜港の国際競争力強化 

 現状・課題 提案 

横浜川崎国際港湾（株）への支援 

集貨 更なる集貨支援の充実 
既存の基幹航路の維持やトランシップ貨物の誘致等、航路
数・貨物量増加に向けた幅広い支援の適用 

競争力
強化 

特定港湾運営会社である横浜川崎国際港湾
（株）のターミナルコスト競争力の強化 

岸壁機能を最大限活用するために不可欠なガントリークレ
ーン整備に係る補助（補助率 7/10） 

横浜港への支援 

集貨 
地方港では外航航路への優遇措置が講じら
れており、戦略港湾施策との不整合が発生 

地方港の優遇措置の是正 

創貨 
既存物流施設の高機能化に多額の初期投資
が必要 

・不動産に係る税制優遇措置（不動産取得税等） 
・京浜港における地域再生支援利子補給金制度の延長【内閣府】 

競争力 
強化 

ターミナル等の運営効率化の推進 

Cs-Link（貨物情報共有・予約システム）の汎用性向上な
ど、IT 化の一層の推進 

実質的なゲートオープン 24 時間化に資する取組への支援 

●事業位置図 

 

提案の担当／港湾局総務部経理課長                安住 秀子 ℡ 045-671-2702 

            港湾局港湾物流部物流企画課長            新保 康裕  ℡ 045-671-2714 

      港湾局港湾物流部物流運営課長             有路 益義  ℡ 045-671-2873 

港湾局政策調整部政策調整課担当課長          林   総  ℡ 045-671-7373 

港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課担当課長    蝦名 隆元  ℡ 045-671-3870 

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発調整課長   池亀  拓  ℡ 045-671-7312 

環境創造局政策調整部技術監理課担当課長        本多 啓一  ℡ 045-671-2846 
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道路の防災対策、交通安全対策及び道路施設の 

老朽化対策の推進（国土交通省） 

【提案の背景・必要性】 

１ 道路の防災対策の推進 

・ 被災時の迅速な救助活動や緊急物資の輸送機能確保のため、緊急輸送路の整備

を進めるとともに、延焼範囲を分断し、延焼遮断帯の形成に資する都市計画道

路の整備を進めることが必要です。また、橋りょうの耐震補強や老朽橋の架替

え、歩道橋の耐震補強、無電柱化を進めることが必要です。  

２ 交通安全対策の推進 

・ 市街化が進み、現道の幅員の中での歩道設置が困難な中、児童や歩行者の安全

を確保するため、現道の拡幅及び幹線道路の整備を進め、安心して通行できる

歩道を設置することが必要です。 

・ 平成 27年度に策定した「横浜市踏切安全対策実施計画」に基づき、踏切の安全

対策を着実に進めます。特に、25 年 8 月に事故が発生した 生見尾
う み お

踏切の安全  

対策として、こ線人道橋の早期完成を目指します。 

・ 超高齢社会の中、継続的かつ着実に駅周辺の一層のユニバーサルデザイン化を

進めるとともに、安全性の向上や魅力ある景観の形成を図っていくためには、

１ 道路の防災対策の推進 

(1) 緊急輸送路及び延焼遮断帯の形成に資する幹線道路の整備 

(2) 橋りょうの耐震補強や老朽橋の架替え、歩道橋の耐震補強、 

無電柱化の推進などの緊急輸送路等の地震対策 

２ 交通安全対策の推進 

(1) 通学路の安全確保に資する一般道路の歩道設置及び幹線道路の整備 

(2) 踏切安全対策、駅周辺のユニバーサルデザイン化、無電柱化の

推進及び自転車通行空間の整備 

３ 道路施設の老朽化対策の推進 

 (1) 橋りょう及び歩道橋の長寿命化対策の推進 

 (2) トンネル及び地下道をはじめとする道路施設の総点検や 

   点検に基づく補修の推進 

４ 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における重点配分

事業の対象拡大と所要額の確保 
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無電柱化を進めることが重要です。また、都市内交通の円滑化を図るため歩行

者と分離した自転車通行空間の整備を進めることが必要です。 

３ 道路施設の老朽化対策の推進 

・ 本市が管理する道路施設は、橋りょう 1,725橋、トンネル数 39、歩道橋 328橋

にのぼります。例えば橋りょうは、高度成長期に集中的に整備されたため、  

25 年後には約 80％の橋りょうが 50 年以上経過することになります。これらの  

施設を定期的な点検、維持、補修により計画的に長寿命化を進めるには、必要

となる保全費の財源確保が喫緊の課題です。 

４ 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における重点配分事業の対象拡

大と所要額の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の所要額の確保 

     

 

 

 

 

 

 

 
【緊急輸送路】                      【踏切の安全対策】 

 

 

 

緊急輸送路の整備や無電柱化の推進など

の減災対策、及び駅周辺のユニバーサル

デザイン化、自転車通行空間の整備は、 

交付金制度の対象ではあるものの、 

重点配分事業の対象外 

現状  

緊急輸送路の整備、無電柱化の推

進、駅周辺のユニバーサルデザイン

化、自転車通行空間の整備への 

重点配分事業の対象拡大 

提案 

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における重点配分事業の対象拡大 

 
提案の担当／道路局計画調整部企画課長     菊地 健次 ℡ 045-671-2746 

地方が必要とする所要額の確保 

提案 

・緊急輸送路等の整備、橋りょう、歩道橋の耐震補強や老朽化対策、無電柱化等の

推進が必要 

・通学路の整備及び踏切の抜本対策などによる交通安全対策の推進が必要 

・駅周辺のユニバーサルデザイン化、自転車通行空間の整備が必要 

現状 

生見尾踏切 
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都市鉄道利便増進事業【神奈川東部方面線】の推進

（国土交通省） 
 

 

【提案の背景・必要性】 

・ 神奈川東部方面線(相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線)については、多岐に   

渡る効果が期待できることから、本市は本事業を積極的に進めてきました。 

・ しかし、整備主体である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（鉄道・運輸機構）

などから、平成 28 年 8 月 26 日に開業時期および事業費に関する計画変更の見通

しについて報告がありました。変更内容については事業再評価の結果等を踏まえ

て、国や県と協議の上、判断することになりますが本路線は本市にとって重要で

す。 

・ このため、鉄道・運輸機構に対する補助金について都市鉄道等利便増進法の基本

理念に則り、所要の額を確保し事業を着実に推進していくとともに、毎年度の  

財政支出の平準化を可能とする柔軟な運用が必要です。 

・ また、工期短縮やコスト縮減、広域鉄道ネットワークによる更なる整備効果の  

向上や再度の変更を招かないための管理体制の強化、工事による周辺地域への 

影響を最小限とする努力など、整備主体である鉄道・運輸機構に対し、本市とと

もに働きかけをお願いします。  

都市鉄道利便増進事業(神奈川東部方面線)の所要額の確保 
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【路線図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

 

神奈川東部方面線 事業概要 

整備路線 相鉄・ＪＲ直通線 相鉄・東急直通線 

整備区間 
相鉄本線西谷駅～ＪＲ東海道貨物線

横浜羽沢駅付近 

ＪＲ東海道貨物線横浜羽沢駅付近～

東急東横線・目黒線日吉駅 

運行区間 
相鉄線：海老名駅・湘南台駅～西谷駅

～羽沢駅（仮称）～ＪＲ線：新宿方面 

相鉄線：海老名駅・湘南台駅～西谷駅

～羽沢駅（仮称）～東急線：日吉駅～

渋谷・目黒方面 

整備延長 約 2.7 km 約 10.0km 

整備主体 
独立行政法人 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

独立行政法人 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

営業主体 相模鉄道株式会社 
相模鉄道株式会社 

東京急行電鉄株式会社 

運行頻度 

（片道） 

朝ラッシュ時間帯：4 本/時 

その他時間帯：2～3 本/時 

朝ラッシュ時間帯：10～14 本/時 

その他時間帯：4～6 本/時 

提案の担当／都市整備局都市交通部都市交通課鉄道事業推進担当課長 千葉 健志 ℡ 045-671-2716 
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学校施設の老朽化対策の推進（文部科学省） 

 

【提案の背景・必要性】  

・学校施設は子どもたちの学習・生活の場であるとともに、災害の発生時には市民の

命を守る拠点となる大変重要な場所でもあります。一方で、本市の学校施設の老朽

化が深刻な課題となっており、老朽化対策を含む教育環境の改善が急務となってお

ります。早急に対処しなければ、適切な教育環境が確保できなくなる事態が想定さ

れます。 

・本市では人口急増期に多くの学校施設を整備してきたことから、一斉に老朽化が 

進行しています。また、平成 12 年度に「公共施設の長寿命化－基本方針－」を   

策定して耐用年数 70年を目標に長寿命化に取り組んでおり、16年度以降は改築を

行っておりません。このため、学校施設の築年は進んできており、近い将来には  

改築が必要となる学校施設が多数発生することになります。 

・本市の学校の多くは、校地面積が狭いうえに児童生徒数が多く、校舎やプールの  

増築等により屋外運動場が手狭であり、また、少人数学習等、現在の教育内容に  

合った諸室の整備を進めることが困難であるため、改築を計画的に進め、施設配置

を最適化する等により、教育環境の改善を図る必要があります。 

 

【提案内容の説明】 

・適切な教育環境の確保は、国及び地方自治体の責務です。また学校施設は災害発生

時の地域の拠点ともなる場所であることから、学校施設の老朽化対策や環境改善は

適時適切に行う必要があります。学校施設の良好な教育環境と防災機能を維持でき

るよう、学校施設環境改善交付金について、地方が事業実施に必要とする所要額を

当初予算において確保することを強く求めます。 

・人口急増期に整備した多くの学校施設が改築を要する時期を迎えますが、現行の 

補助率では自治体の財政を大きく圧迫し、事業を進めていくことが困難な状況にあ

ります。今後、改築を行う学校は、適切に維持管理を行い、長寿命化を図ったうえ

での改築であり、児童生徒の安全・安心のためには、新増築と同様、必ず行わなけ

ればならない義務的な事業です。改築についての補助率を見直し、現行の１/３か

ら、新増築と同様の１/２に引き上げるよう、提案します。 

１ 学校施設環境改善交付金の所要額確保 

２ 老朽校舎の改築に係る補助率の見直し 
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指定都市及び東京都区部の１校あたり児童生徒数及び施設面積
平成26年５月１日

342 535 (3) 12,620 (17) 3,712 (21) 5,861 (8) 148 533 (3) 17,777 (16) 6,269 (20) 6,357 (18)

181 446 - 13,578 - 6,080 - 5,597 - 84 427 - 19,019 - 9,333 - 6,662 -21都市平均

※（　）は21都市（指定都市＋東京都区部）の中での順位
※児童数・生徒数は国立・私立を含む

横 浜 市

　　校地面積
　　　　　　（㎡）

　建物の
　保有面積
　　　　　（㎡）

　うち屋外
　運動場面積

　うち屋外
　運動場面積

小学校 中学校

校数
（校）

　　児童数
　　　　　（人）

　　校地面積
　　　　　　（㎡）

　建物の
　保有面積
　　　　　（㎡）

校数
（校）

　　生徒数
　　　　　（人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S30 年度 

S60 年度 S49 年度 

S62 年度 S40 年度 

H7 年度 

2285 ㎡ 
 

校舎、屋内運動場、屋上プール 

屋外運動場 

高層化及びプール等の 

一体整備により 

屋外運動場面積を確保 

学校施設の年度別整備と老朽化の状況 

本市小・中学校の狭あい状況 

給食室 校舎１ 校舎３ 

屋内運動場 
屋外運動場 

校舎２ 

プール 

※120ｍトラック設置不可 

約 3800 ㎡を確保 

120ｍトラックを設置 

＜校地面積が狭い学校における改築による改善例＞ 

提案の担当／教育委員会事務局施設部教育施設課長    中澤 誠治 ℡ 045-671-3230 
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地域包括ケアシステム構築に向けた取組の推進

（厚生労働省） 
 

 
【提案の背景・必要性】  

・ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組の推進にあたり、医療・介護連携の促進

や、介護人材の確保が喫緊の課題となっています。 

・ 介護保険法の改正によって、特別養護老人ホームについては、居宅での生活が  

困難な中重度の要介護高齢者を支える施設として重点化を図り、平成 27 年４月 

以降の新たな入所者は、原則として「要介護３以上」になりました。 

・ 本市における要介護３以上の入所待ち者数は、4,000 人を超える状況となってお

り、今後も医療的ケアが必要な入所申込者が増加することが見込まれています。 

・ 介護従事者等の福祉人材の不足が非常に深刻な状況となっており、平成 37 年  

には、全国で 37.7万人、神奈川県で 2.4万人の不足が見込まれています。 
 

【提案内容の説明】 

１ 特別養護老人ホームにおける医療的ケアが必要な方の受入促進に向けた運営費

補助制度の創設 

・ 特別養護老人ホームでは、看護職員の体制が不十分という理由から、医療的ケア

が必要な方の受入れをやむを得ず制限し、優先順位が高いにもかかわらず、入所

に至っていないケースが増加しており、こうした方々の受入促進が喫緊かつ重要

な課題です。 

・ 本市では、独自事業として、医療的ケアが必要な方を多く受け入れる施設に対し、

人件費等の運営支援として助成金を交付することで、医療的ケアが必要な方の 

受入促進を図っています。 

・ しかし、制度改正による入所要件の重点化に伴い、医療的ケアが必要な方の受入

れが増加し、年々事業費が増加傾向にあるため、事業運営にあたっては、財源の

確保に苦心しています。 

・ 特別養護老人ホームにおいて、今後も増加が見込まれる医療的ケアが必要な方を

十分に受け入れるためには、現状の介護報酬や自治体レベルの支援のみでは困難

であり、国による新たな運営費補助制度の創設などの財源措置が必要です。 
 

２ 指定都市が地域医療介護総合確保基金を主体的に活用できる仕組みの構築 

・ 地域医療介護総合確保基金を活用した介護人材の確保事業については、必ずしも

大都市がその特性に応じ、主体的に同基金を活用して取り組める仕組みには  

１ 特別養護老人ホームにおける医療的ケアが必要な方の受入 

促進に向けた運営費補助制度の創設 

２ 指定都市が地域医療介護総合確保基金を主体的に活用できる

仕組みの構築 
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なっていません。これまで、都道府県ごとに、計画を策定・実施していますが、

その事業効果は、各都道府県全体に及ぶことが求められ、人口が集中する指定 

都市においては、その効果は限定的となっています。 

・ 本市には県内全介護保険事業所の約４割が集中し、県内でも人口規模等に応じて

介護事情や課題も異なることから、地域特性に応じた事業の展開が求められてい

ます。市内介護事業所との連携による効率的な介護人材の確保・育成に取り組む

ためには、県から指定都市への財源の交付が必要であり、本市として主体的に 

計画を策定し、同基金の執行ができる仕組みを講じるよう提案します。 
 

■特別養護老人ホーム入所申込者の状況 

 

 

 

 

 
 
■医療処置が必要な人の入所が受け入れられない理由（横浜市高齢者実態調査：26年３月） 

○ 各施設において、医療処置が必要な方を受入れられない理由（第１位） 

：「看護職員の体制が不十分だから」（53.8％） 

○ 今後医療対応が必要な方を受け入れるために必要なこと（第１位） 

：「看護職員の配置基準を上げる」（46.6％） 
 

■医療対応促進助成事業（横浜市独自事業）について 

次の要件を満たす特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所に対し助成。 
(1) 看護職員、介護職員のいずれについても、本市の基準条例に基づく配置基準を超えて配置して

いる施設。 
(2) 各月において医療依存度の高い利用者が、特別養護老人ホームは定員の 15％以上、短期入所生

活介護事業所はひと月の実利用者数の 10％以上となる施設。 
 
■ 2025年に向けた介護人材にかかる需要推計（確定値）  ≪全国≫ 

介護人材の需要見込み（2025 年） 253.0 万人 

現状推移シナリオによる介護人材の供給見込み（2025 年） 215.2 万人 

需要ギャップ 37.7 万人 
 
■ 介護人材の需要ギャップの多い都道府県（2025年）  

 １位 東京都   35,751人 

 ２位 大阪府   33,866人 （大阪市、堺市） 

 ３位 埼玉県   27,470人 （さいたま市） 

  ４位 神奈川県  24,701人 （横浜市、川崎市、相模原市） 

 ５位 愛知県   24,391人 （名古屋市） 

※指定都市が含まれる府県で上位を独占 

提案の担当／健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長   壷井 達幸 ℡ 045-671-3641 

      健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課長 武井 和弘 ℡ 045-671-2355 
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2025年に向けた医療提供体制の整備（厚生労働省） 
 

【提案の背景・必要性】 

・2025年に向けた医療提供体制の確保は喫緊の課題です。今年 10月に各都道府県

において地域医療構想が策定されました。 

・今後はその実現に向け、具体的な取組を着実かつ迅速に進めることが求められます。 

【提案内容の説明】 

１ 地域医療構想における必要病床数確保の前提となる基準病床数の設定 

・2025年に本市で約７千床の病床が不足すると推計されており、入院患者数は

2040年まで増え続ける見込みです。必要病床数を確保するためには、次期医療

計画の基準病床数に地域医療構想が反映されることが必要です。 

２ かかりつけ医が在宅医療に積極的に取り組める制度の構築と財源の確保 

・在宅医療の需要は 2025年には約 1.8倍に増加する見込みであり、地域包括ケア

システムの構築に向けて、より多くの医師が、可能な範囲で在宅医療に取り組

むことが求められます。診療所が機能を分担して重層的にカバーしあえる体制

の構築と安定的な財源の確保が不可欠です。 

３ 高齢者救急と人生の最終段階での医療提供に係る課題解決のための財源の確保 

・高齢者人口増に伴い、本市の救急搬送における高齢者の割合は現在の 5 割から

2025年には 6割となる見込みです。高齢者の救急相談にも応じる救急電話相談

（＃7119）事業を展開している総務省消防庁との連携及び医療介護総合確保基

金の活用促進が必要です。また、自宅看取りを支える在宅医療の充実に向け、

人材育成や医療資源の確保、市民意識の啓発、医師・看護師・救急隊等との情

報共有の仕組みづくりなどの取組を進めるための財源確保と法整備が必要です。 

１ 地域医療構想における必要病床数確保の前提となる基準病床数の設定 

２ かかりつけ医が在宅医療に積極的に取り組める制度の構築と財源の確保 

３ 高齢者救急と人生の最終段階での医療提供に係る課題解決のための財源

の確保 

４ 医療提供体制の整備に、本市が主体的に施策を展開できる環境の構築 
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○本市における医療データ・推計

※現行の基準病床数（平成25～29年度） ： 22,190床

※平成25年度死亡診断書調査による推計

※平成28年1月15日～9月末実績

♯ 7119 相 談 件 数

件 数

0～14歳 15～64歳 65歳以上

44,721件 20,742件 6,553件

（総数（73,053件）
に占める割合）

61.2% 28.4% 9.0%

現状との差引

7,220床

現状との差引

在宅医療等の必要量

病 床 数

不足病床数

12.5%

387件

3,088件

合計

11.4ポイント増

38,785件 増

35,050件 増

38.2%

38,268人

14,628人

23,640人

2030年推計

24,749人 増

必要病床数

（割合） （Ａ+Ｂ）／C

合計（Ｃ）

施設（老健、老人ホーム）（Ｂ）

（割合）

うち在宅療養支援

診 療 所

医 療 機 関 数

自宅（Ａ）

総 数

救 急 搬 送 件 数

（割合）

うち高齢者

医療機関

死亡場所

在 宅 医 療 等

23.1%

31か所

134か所

病院

24.7%

31,394人

62.4%

114,684件

183,763件

2025年推計

75,899件

148,713件

2012年の現状

18.8%

25,673人

12.1%

356か所

2,954か所

診療所

51.0%

2013年の現状

31,639人

2013年の現状

7,754人

2025年の必要病床数

22,935床

2014年の病床数

2,513人

2,302人

20,858人 23,640人

2020年推計

56,388人

2025年推計

30,155床

４ 医療提供体制の整備に、本市が主体的に施策を展開できる環境の構築 

・2025年に向けた医療提供体制の整備には地域医療介護総合確保金を活用できま

すが、現状は県が事業計画を策定しており、本市の将来的な医療課題の解決に

活用ができていません。地域中核病院の誘致等の取組実績のある横浜市で事業

の主体的推進が可能となるよう本市が基金を直接執行できる仕組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案の担当／医療局医療政策部医療政策課長            倉本 裕義 ℡ 045-671-2438 

医療局医療政策部医療政策課救急・災害医療担当課長  黒岩 大輔 ℡ 045-671-3740 

医療局疾病対策部がん・疾病対策課在宅医療担当課長  藤井 裕久 ℡ 045-671-3609 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

この提案・要望書は下記のサイトでご覧になれます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daitoshi/teian/ 

横浜市 政策局 大都市制度推進室 大都市制度推進課 

〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

Tel：045-671-2951 Fax：045-663-6561 




